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第
三
十
条

特
許
法
第
六
十
七
条
の
七
第
三
項
の
延
長
登
録
を
す
る
と
き
は
、表
示
部
に
延
長
登
録
出
願
の
年
月
日
、

延
長
登
録
出
願
の
番
号
、
査
定
又
は
審
決
が
あ
つ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
、
延
長
の
期
間
並
び
に
特
許
法
第
六
十

七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
の
内
容
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
七
号
イ
中
「
特
許
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延

長
登
録
の
出
願
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
特
許
法
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
特
許

権
の
存
続
期
間
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
特
許
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
」
を
「
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長

登
録
」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
の
備
考
８
中
「特

許
出
願
、
意
匠
登
録
出
願

」
を
「特

許
出
願
、
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の

出
願
、
意
匠
登
録
出
願

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。
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